
 

 

 

 

 

 

平成 27 年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、

財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び

債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。 

 

財産債務調書を提出しなければならない方 

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山

林所得金額の合計額が 2 千万円を超え、かつ、その年の 12 月 31 日において、その価

額の合計額が３億円以上の財産又はその価額の合計額が１億円以上の国外転出特例対象

財産（注）を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要

な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。 

（注）「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第 60 条の２第１項に規定する有価証券等並びに同条第２
項に規定する未決済信用取引等及び同条第３項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいい
ます。 

財産の価額 

財産の「価額」は、その年の 12 月 31 日における「時価」又は時価に準ずるものと

して「見積価額」によることとされています。 

（注）「時価」とは、その年の 12 月 31 日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取
引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、
金融商品取引所等の公表する同日の最終価格（同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格の
うち同日に最も近い日の価額）などをいいます。「見積価額」とは、その年の 12 月 31 日における財
産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額
をいいます。なお、「見積価額」の具体的な算定方法につきましては、国税庁ホームページ
（www.nta.go.jp）に掲載している法令解釈通達等でご確認ください。 

財産債務調書への記載事項 

財産債務調書には、提出者の氏名・住所（又は居所）に加え、財産の種類、数量、価

額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています（財産及び債務に関する事

項については、「種類別」「用途別」（一般用及び事業用）、「所在別」に記載する必要があ

ります。）。 

（注）「事業用」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することを
いい、「一般用」とは、当該事業又は業務以外の用に供することをいいます。 

財産債務調書提出の期限等 

財産債務調書は、その年の翌年の３月 15 日までに所得税の納税地の所轄税務署長に

提出していただく必要があります。 

（注）法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成 28 年３月 15 日（火）になります。 

～税務署からのお知らせ～ 



 

 

財産債務調書の提出に当たっては、別途、「財産債務調書合計表」を作成し、添付する

必要があります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 財産債務調書を提出する方が、「国外財産調書」を提出する場合には、その財産債務調書には、国外
財産調書に記載した国外財産に関する事項（当該国外財産の価額を除きます。）の記載は要しないこと
とされています。 

 

  

① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産

又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加

算税等が５％軽減されます。 

② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債

務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合（重要なものの記載が不十分と

認められる場合を含みます。）に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ（死

亡した方に係るものを除きます。）が生じたときは、過少申告加算税等が５％加重さ

れます。 
        

      

 

 

 

 

平成 27 年 6 月

○ 国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)には、調書や合計表の様式のほか、制度に

ついてのＱ＆Ａ、法令解釈通達等を掲載しております。 

○ 税務署での面接によるご相談を希望される方は、お待ちいただくことなく相談に対応で

きるよう、あらかじめ電話により面接日時を予約（事前予約制）していただくこととして

おりますので、ご協力をお願いします。 

  なお、ご予約の際には、お名前、ご住所、ご相談内容等をお伺いいたします。 

財産の区分ごとに価
額の合計額を記入 

全ての財産の価額と債務の
金額の合計額を記入 


